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同上

・石油コンビナート等災害防止法　第18条第２項
　市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を
定めて、前項の防災規程の変更を命ずることができる。

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/

石油コンビナート等災害防止法に基づく防災規程の変更命令

　市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を
定めて、市町村長等へ届け出た防災規程の変更を命ずることができます。

・石油コンビナート等災害防止法（昭和50年12月17日法律第84号）第18条第２項
　（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/#

